
 

 

 

 

 

 

令和７年度 

いっずんサポート補助金【いずサポ】 

（泉区地域課題解決支援事業補助金） 

募集要項 
泉区がより“暮らしやすく魅力あるまち”となるよう、地域の皆さんが“自らの力

で解決していこうとする活動”を応援します！ 

 

この補助金は、地域の課題解決や魅力向上のために泉区内の団体等が主体となって

活動する事業に対して交付するものです（補助金交付に際しては審査があります）。 

ステップアップコースは、「現在の活動をさらに盛り上げたい！」令和５年３月 31

日以前に開始した事業を対象としています。 

 

【申請書類受付期間】 

令和７年７月１日（火）～令和７年８月 15 日（金）

【事前相談期間】 

令和７年８月１日（金）まで 

【補助対象期間】 

令和７年４月１日（火）～令和８年３月 31 日（火） 

※本事業は「泉区地域課題解決支援事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に基

づいて実施しています。申請する前に必ず要綱で詳細を御確認ください。 

 

 

 

ステップアップコース 
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Ⅰ－１ 補助条件 

●補助対象事業者 

（1）補助の対象となる事業者 

  ア 構成員が５名以上でその半数以上が泉区内に在住、在勤若しくは在学する者である

又は泉区民を対象にかつ泉区内を中心に活動している団体。 

イ 組織の運営に関する規則、規約、会則等があること。 

ウ 自らが主体となって課題解決や地域の魅力づくり等を行う意欲があること。 

エ 法令や各団体が定めた規則等のルールを順守していること。 

オ 法人にあっては、特定非営利活動法人、公益社団法人又は公益財団法人であるもの。 

（2）補助の対象外となる事業者 

  ア 法人にあっては、市町村民税（特別徴収分・普通徴収分）を滞納しているもの。 

イ 暴力団ではないこと、団体の代表者（法人の場合は代表者又は役員）が暴力団員でな

いこと。 

●補助回数 

 ５年以内に通算３回まで 

 ※１団体につき１年度あたり１事業までとします。 

 ※通算３回とは、他コース（スタートアップコース、こどもの居場所コース）含めた回数。 

●補助対象事業 

(1) 補助金の対象となる事業 

 ア 公共的・公益的な事業（誰しもが参加・利用することが可能であり、事業目的も広く 

利益をもたらすもの 

 イ 地域の課題解決や魅力向上につながる事業 

 ウ 補助対象事業者が自主的・主体的に企画及び実施する事業 

 エ 令和７年４月１日から令和８年３月 31 日までに実施する事業 

 オ 参加費を徴収する場合は積算根拠が明確であり、適正な実費相当額である事業 

 カ 泉区内において実施する事業  

(2) 補助金の対象外となる事業 

   ア 営利目的又は特定の団体や個人のみが利益を受ける事業 

   イ 政治活動又は宗教活動を目的とする事業 

   ウ 地域住民・団体構成員の交流や親睦を主な目的とする事業 

   エ 事業実施を伴わない調査・研究のみを目的とする事業 

   オ 個人の技術向上を目的とするクラブ活動及びこれに類する活動 

   カ 施設、備品等の整備、購入のみを目的とする事業 

   キ 公序良俗に反する等、支援の対象として適当でないと認められる事業 

ク 本市から補助金又は委託を受けている又は受ける見込みがある事業 

   ケ その他区長が適当でないと認める事業 

【注意事項】 

・横浜市から補助金の交付又は委託（指定管理を含む）を受けている取組は対象外です。 

・横浜市以外から補助金交付等を受けている場合は、交付元に横浜市の補助金との併用が

可能か確認してください。併用が可能な場合でも対象が重複していないと判断できるも

ののみを対象とします。 

 

 

 

 

 

申請にあたっては、必ず事前に御相談ください（予約制）。 

【事前相談問合せ・予約先】 

泉区区政推進課地域力推進担当 ３階３０７窓口 

  電 話：０４５－８００－２３３３ 

  ＦＡＸ：０４５－８００－２５０５ 

  メール：iz-chiikiryoku@city.yokohama.lg.jp 

相談時間は平日の９時から 12 時、13 時から 17 時まで。原則１時間

とします 
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Ⅰ－２ 補助内容 

申請は１団体につき１件／年度とします。なお、補助金額は千円未満の端数は切り捨てる

ものとします。 

申請回数 補助率 補助限度額 

１回目 

10 分の５ 

２０万円 

２回目 １５万円 

３回目 １０万円 

    ※ 来年度以降補助金交付を御希望の場合も毎年度申請が必要になります。 

また、申請の都度審査となるため、今年度選定されても、次年度以降も選定され

ることを保証するものではありません。 

 

 

 事業年度の算出方法  

   事業年度とは、４月１日から翌３月 31 日までの１年間をいいます。本コースの対象は補助

対象となる事業を開始してから４年以上経つ（令和５年３月 31 日以前に開始した）事業にな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補助金の算出方法  

補助対象経費 × 補助率（5/10） ＝ Ａ 

   補助限度額：（20万円・15万・10 万） ＝Ｂ 

   補助金交付申請額＝Ａ又はＢのいずれか低い額（千円未満切り捨て） 

 

   

   500,000 円×5/10＝250,000 円 ⇒250,000 円（千円未満切捨て）＞ 200,000 円（補助限度額） 

   ⇒補助限度額「 」が補助金交付申請額 

   

   182,500 円×5/10＝91,250 円 ⇒91,000 円（千円未満切捨て）＜ 150,000 円（補助限度額） 

   ⇒「 」が補助金交付申請額 

  

ステップアップコース 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

スタートアップコース 

令和５年３月 31 日 
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Ⅰ－３ 補助対象経費 

 申請された事業収支予算書をもとに交付決定された額の範囲内で補助金を交付します。 

  事業収支予算書の内容に変更がある場合は執行前に必ずご連絡ください。書類の再提出が

必要になる場合があります。 

次に該当する経費は補助対象外とするほか、補助対象・対象外経費の例は次表のとお

りです。 

(1) 団体の運営に係る経費や他の事業に係る経費等、補助対象事業の実施に直接関係し

ない経費 

  (2) 報償費・賃金・通信費・交通費等、補助金の交付を受けた団体の構成員に対し労務

提供の対価として支払われる経費 

  (3) その他区長が不適当と認める経費 

 

  【補助対象経費・補助対象外経費の例】 

費目 補助対象経費 補助対象と認められない経費 

報償費 
講師等に対する謝金 

※社会通念上適正な額とする。 
団体構成員への謝金 

使用料 
事業実施に必要な会場及び機材等

の使用料・賃借料 

団体運営のための会議等で使用する

会場・機材等の使用料・賃借料 

印刷費 
印刷物（チラシ・ポスター、報告書

等）の印刷費 

団体の機関紙・記念誌の印刷費や団体

運営のための会議等で使用するコピ

ー代 

保険料 

イベント保険、レクリエーション保

険等事業に必要な保険の加入に係

る費用 

団体構成員個人の保険料 

事業日以外の保険料 

消耗品費 
事業実施に必要な事務用品（教材費

等） 

備品（事業に必要不可欠と審査で認め

られたものは可） 

汎用性の高い物品（パソコン、タブレ

ット等） 

通信費 

参加者への案内状などの郵送費、専

ら補助対象事業において使用する

携帯電話等の通話料・通信料 

私用の携帯電話にかかる通話料・パケ

ット通信料 

交通費 事業実施に必要な交通費 自家用車の車代 

手数料 金融機関などへの振込手数料等 事業に必要のない手数料 

委託費 イベント等の委託に関する費用 事業に必要のない委託費 

原材料費 
事業で使用する食材等の材料購入

に係る費用 
会議等の茶菓代 

 

 

 

補助金規則第 25 条に規定する財産の処分の制限がかからなくなるため

に必要な期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年

大蔵省令第 15 号）に定める減価償却資産の耐用年数の期間とする。 

  

財産の処分について（要綱第 17 条） 
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Ⅰ－４ 申請方法 

  次の提出書類を作成し、受付期間内に提出してください。 

【提出書類】 

  (1) 泉区地域課題解決支援事業補助金交付申請書（第１号様式） 

(2) 事業計画書（第２号様式） 

※様式の枠に収まらない場合は、別紙（様式自由）に詳細を記載してください。 

(3) 事業収支予算書（第３号様式） 

(4) 事業収支予算書（３年間）（第３号様式の２） ※ 単年度事業の場合省略可 

(5) 団体等概要書（第４号様式） 

(6) 団体等構成員名簿 

(7) 団体等の会則･規則その他これらに類する書類 

(8) 法人にあっては、市町村民税納税証明書又は非課税証明書 

※横浜市暴力団排除条例第８条に基づき、暴力団員でないことを確認するため、追加の

書類提出を依頼する場合があります。 

 

【提出先】 

住 所：〒245-0024 横浜市泉区和泉中央北５－１－１ 泉区役所区政推進課地域力推進担当 

窓 口：泉区役所３階 307 窓口（区政推進課地域力推進担当） 

  メール：iz-chiikiryoku@city.yokohama.lg.jp 

 

【提出期間】 

 令和７年７月１日（火）～８月 15 日（金）（平日の８時 45 分～17 時） 

 

【書類の入手方法】 

  (1) 区ホームページからダウンロード 

URL:https://www.city.yokohama.lg.jp//izumi/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shie

n/izzunnhojokinn.html 

  (2) 区役所等の次の施設で配布 

     ・泉区役所区政推進課地域力推進担当３階 307 窓口 

     ・泉区役所区政推進課広報相談係（泉区役所１階 101 窓口） 

    ・泉区役所いずみ区民活動支援センター（1階売店横） 

     ・泉区内地域ケアプラザ 

     ・泉区内地区センター 

 

申請書類の記入漏れや提出書類の不足があった場合、採点ができないた

め、審査の対象外となる場合があります。 

記入例を参考に漏れがないように記入し、提出書類についても不足がな

いことを確認したうえで提出してください。 

（提出前に、14ページのチェックリストにて自己チェックをお願いします。） 
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Ⅰ－５ 補助金交付の可否に関する審査 

 (1) 審査基準に基づく書類審査とします。 

(2) 合計点数の高い順に、予算の範囲内で交付決定します。 

(3) 申請の都度審査となるため、今年度選定されても、次年度以降も選定されることを保

証するものではありません。 

  ※下記に示す審査基準等を満たさない場合は補助対象となりません。 

また、記入漏れや提出書類の不足があった場合、採点ができないため、審査の対象外と

なる場合があります。 

 【審査基準】 

評価項目 審査の視点 

事業目的 事業目的が明確で必要性があるか。 

公共性・公益性 実施事業が公共的・公益的な内容になっているか。 

事業内容 地域の課題解決や魅力向上に寄与する内容になっているか。 

安全性 実施手法が安全な方法になっているか。 

実現性・継続性 運営体制や実施方法が実現可能かつ継続可能な方法になっているか。 

経費の妥当性 
収支予算書は、事業に必要かつ十分な経費が計上されており、妥当な金額

になっているか。 

効果 事業を実施することにより、地域によい効果があるか。 
 

Ⅰ－６ その他注意事項 

☑ 募集要項及び要綱を御理解のうえ、申請手続き及び事業を実施してください。 

 ☑ 補助金は市税その他貴重な財源で賄われています。公正かつ効率的に使用してください。 

☑ 補助金申請には事前相談が必要です。事前相談は時間指定の予約制となります。 

  事前相談問合せ・予約先 平日の９時から 12 時、13 時から 17 時まで。 

  泉区区政推進課地域力推進担当 ３階 307 窓口 

  電 話：045-800-2333   ＦＡＸ：045-800-2505 

  メール：iz-chiikiryoku@city.yokohama.lg.jp 

☑ この補助金は、この補助金を受けた補助事業の実施のために使用し、他の事業には流用

しないでください。 

☑ 事業計画や収支計画に変更がある場合は、事業（変更・廃止）承認申請書を提出してい

ただく必要があります（軽微な変更の場合は不要）。また、活動の目的の変更や内容の

根本的な変更については、認められない場合もありますので、必ず事前に御相談くださ

い。 

☑ 虚偽の申請や報告など、不正な手段によって補助金の交付を受けた場合は、その全額又

は一部の決定を取消し、既に交付した補助金について期限を定めて返還していただきま

す。 

☑ 当該事業の状況等について調査し、又は報告を求める場合があります。 
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Ⅰ－７ 申請の流れ 

事前相談及び補助金の申請から交付決定、請求、報告までの大まかな流れは次のとおりです。  

 

  事前相談 

  令和７年８月１日（金）までに実施（予約制） 

 

 
 

 

申請書の提出 【詳しくは資料１、２を参照】 

令和７年７月１日（火）～８月 15 日（金）（８時 45 分～17 時）必着 

 

 

書類審査 

   審査基準に基づき審査 

 

 

  補助金交付決定通知又は補助金不交付決定通知 

≪時期≫ 10 月上旬予定 ※結果は、申請者あてに郵送で通知します。 

 

 

事業実施 

 ※補助金の補助対象経費は、令和７年４月１日から令和８年３月 31 日までに実施した事

業の経費を対象とします。 

 

 

 

事業内容の変更（該当がある場合のみ） 

≪提出時期≫事業内容に変更があったとき（事業実施前に申請してください） 

※交付決定以降、事業内容や収支計画に変更が生じた場合、速やかに地域力推進担当まで

ご相談ください（軽微な変更の場合は不要）。 

 

 

事業実績報告書の提出 

≪提出期限≫ 事業完了日から起算して 30 日以内 

 

 

補助金額確定通知 

※報告書等を審査のうえ、最終的な補助金交付額を確定し、申請者あてに郵送で通知します。 

※前払い（交付時期の特例適用）の場合で、既に支払われた補助金に余剰があるときは、速

やかに補助金の返還手続きを行っていただきます。 

 

 

請求書提出・補助金の支払 【事後払いの場合】 

≪振込時期≫ 適正な補助金請求書を受理した日から 30 日以内に振り込みます。 

※補助金額確定の通知を受け取った後、速やかに請求書を提出してください。 
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Ⅱ－１ 記入例 

 

第１号様式（第９条第１項） 
 
 
 
 

令和７年７月３日 
 

 
泉区地域課題解決支援事業補助金交付申請書 

   
 

 泉 区 長 
  

〔申請者〕 
住所又は所在地：横浜市泉区〇－〇－〇 
団 体 名：いっずん魅力向上チーム 
代 表 者 名：泉 太朗 

 
令和７年度泉区地域課題解決支援事業補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けたいので、

関係書類を添えて申請します。 
なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成 17 年

11 月 30 日横浜市規則第 139 号）及び泉区地域課題解決支援事業補助金交付要綱を遵守します。 
 
１ 交付申請コース（いずれか１コースのみ申請できます。）※交付要綱別表２を参照 
 
  □ スタートアップコース（ □  １年目  □ ２年目  □ ３年目 ） 

  ☑ ステップアップコース（ ☑ １回目  □ ２回目  □ ３回目 ） 

  □ こどもの居場所コース（ □ １回目  □ ２回目  □ ３回目 ） 
 
２ 補助金交付申請額 
 
  ￥ ５１，０００ ．－ 
       ※1,000 円未満切捨 
 
３ 添付書類 
(1) 事業計画書（第２号様式） 
(2) 事業収支予算書（第３号様式・第３号様式の２* ※スタートアップ・ステップアップコースのみ） 
(3) 団体等概要書（第４号様式） 
(4) 団体等構成員名簿 
(5) 団体等の会則･規則その他これらに類する書類 
(7) 法人にあっては、市町村民税納税証明書又は非課税証明書 
(8) その他区長が必要と認めるもの 
 
４ 確認欄 

当該事業について、横浜市（区役所含む）から補助・助成及び委託（指定管理を含む）を受け
ている、受ける見込みがあるもの又は横浜市の補助金の対象となるものとなっていないか。 
☑ はい 

 
※この申請書及び添付書類については、補助金交付が決定した場合、横浜市市民協働条例第７条第４

項の規定に基づき、一般の閲覧に供さなければなりません。 

第 3号様式の泉区地域課題

解決支援事業補助金の額を

転記してください 

資料１ 
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第２号様式（第９条第２項第１号） 
 
 

事  業  計  画  書 
 

 □ スタートアップコース ( □ １年目   □ ２年目  □ ３年目 ） 

 ☑ ステップアップコース（ ☑ １回目  □ ２回目  □ ３回目 ） 

 □ こどもの居場所コース（ □ １回目  □ ２回目  □ ３回目 ） 
 

事業目的 
泉区内の魅力ある場所の情報収集をし、散策マップを作成・周知することにより、地

域住民がマップを活用して泉区により愛着を持ってもらうことを目的とします。 

事業効果 

区民が散策マップを使って、地域を散策することで泉区の新たな魅力を発見するこ

とができるほか、体を動かすきっかけとなることができる。特に高齢者においてはフ

レイル予防が期待されます。 

事業の対象者・ 

参加者見込数 

区民 

散策マップの作成：１０人 

イベントの実施：４０人 

実施場所 泉区全体 

実施内容 

（具体的に） 

●区内の魅力スポットの情報収集 

・いっずん魅力向上チームの構成メンバー10 人で、○○方面の地域の魅力あるスポ

ットの散策をし、そのスポットの魅力について情報を収集。 

●マップの作成 

・情報収集した内容を地図に落とし込み、１つのマップを作成。 

●広報媒体の確保 

・作成したマップを周知するため、インスタグラムの解説やＨＰを作成。 

●マップの印刷・配架 

 ○○、△△学校、□□施設などに御協力いただき散策マップを配架。 

●イベントの実施 

 作成した散策マップを活用して、ウォーキングイベントを実施。 

 

事業の実施方法 

および周知方法 

チームメンバーによる情報収集、現地調査 

作成したマップの印刷、配架 

なんのために行う事業なのかを具体

的に「事業目的」に、それによりど

んな効果を期待しているのかを「事

業効果」に記載してください。 

泉区民（参加者）にとってど

のような効果があるのか、又

は地域課題が解決されるのか

を具体的に記載してください 
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事業スケジュール 

（当該年度） 

（別紙可） 

月/項目 情報収集 

 

マップ 

作成 

印刷、配架 広報、周知 

募集 

イベント 

４月      

５月 情報取集     

６月      

７月      

８月      

９月      

10 月      

11 月      

12 月      

１月      

２月     イベント 

実施 

３月      

【備考】 
 
 

事業スケジュール 

（２年目） 

○○方面の魅力スポットの情報収集、現地調査を実施し、○○方面の散策マッ
プの作成をします。また、詳しく確認できるような活用したウォーキングイベント
を実施します。 

（３年目） 

○○方面の魅力スポットの情報収集、現地調査を実施し、○○方面の散策マッ
プの作成をする。作成したマップを地域全体に広報するためにＨＰ作成等を実
施し、更なる広報を行います。 

過去の実績 

(ステップアップ

コースのみ) 

（過去３回分を記載） 

 

令和４年：９月 11 日、11 月 30 日に○○から○○にかけて実施 

令和５年：９月 20 日、11 月 13 日に○○から○○にかけて実施 

令和６年：９月 15 日、10 月 30 日に○○から○○にかけて実施 

 

※この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。 

具体的なスケジュールが未

定の場合は、予定を記載し

てください。 

「事業目的」や「事業効果」を見据え、次年度以

降どのように取り組んでいくのか記載してくださ

い。予定等でも構いません。 
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第３号様式（第９条第２項第２号） 

事  業  収  支  予  算  書 
 

１  収入の部                                                          （単位：円） 

項  目 金  額 説  明 

自主財源 

会費 円  

参加料 ４，０００円  

寄付等 円  

その他 ５２，１４０円 ○○自治会、○○助成金 

泉区地域課題解決支援事業補助金 ５１，０００円  

合  計 １０７，１４０円  

 

２  支出の部                                                         （単位：円） 

 項  目 金  額 説  明 

補
助
対
象
経
費 

事務費（Ａ） ９０，０００円  

 報償費 ６，０００円 ウォーキングガイド謝金 

使用料 ４，０００円 自治会館利用料 1000×４回 

印刷費 ６０，０００円 広報チラシ、マップ印刷 

消耗品費 ２０，０００円 紙、鉛筆、歩数計、応急キット 

通信費 円  

手数料 円  

活動費（Ｂ） １２，６４０円  

 
保険料 ４，０００円 １００円×４０名 

交通費 ８，６４０円 現地調査３回、４人、720 円 

委託費 円 
 

原材料費 円  

補助対象経費小計(Ｃ＝Ａ＋Ｂ) １０２，６４０円  

その他補助対象外経費（Ｄ） ４，５００円 飲料 90 円×50 本 

合  計（総事業費） 
（Ｃ）＋（Ｄ） 

１０７，１４０円  

※収入の部の合計と支出の部の合計（総事業費）は一致させてください。 
※この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。 

内訳が未確定の場合は、 

仮の振り分けでも構いません。 

事業に必要不可欠であるが補助金の対象にならない項

目等の経費の総額を記載してください。 
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第３号様式の２（第９条第２項第３号） 
 
 

事業収支予算書（３年間） 
（スタートアップコース、ステップアップコースのみ） 

（単位：円） 

事業申請年度 今年度 
（令和 ７年度） 

２年目 
（令和 ８年度） 

３年目 
（令和 ９年度） 

■ 収入の部 

自主財源 

会費 円 
円 

円 

参加料 ４，０００円 ６，０００円 ６，０００円 

寄付等 円 円 円 

その他 ５２，１４０円 ４７，１４０円 ７７，１４０円 

泉区地域課題解決支援事業補助金 ５１，０００円 ４８，０００円 ７８，０００円 

収入の部 合計 １０７，１４０円 １０１，１４０円 １６１，１４０円 

■ 支出の部 

補
助
対
象
経
費 

事務費（Ａ） ９０，０００円 ８２，０００円 ８２，０００円 

 報償費 ６，０００円 ６，０００円 ６，０００円 

使用料 ４，０００円 ４，０００円 ４，０００円 

印刷費 ６０，０００円 ６０，０００円 ６０，０００円 

消耗品費 ２０，０００円 １２，０００円 １２，０００円 

通信費 円 円 円 

手数料 円 円 円 

活動費（Ｂ） １２，６４０円 １４，６４０円 ７４，６４０円 

 保険料 ４，０００円 ６，０００円 ６，０００円 

交通費 ８，６４０円 ８，６４０円 ８，６４０円 

委託費 円 円 ６０，０００円 

原材料費 円 円 円 

補助対象経費小計 
(Ｃ＝Ａ＋Ｂ) 

１０２，６４０円 ９６，６４０円 １５６，６４０円 

その他補助対象外経費（Ｄ） ４，５００円 ４，５００円 ４，５００円 

合  計（総事業費） 
（Ｃ）＋（Ｄ） 

１０７，１４０円  １０１，１４０円 １６１，１４０円 

※この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。 

一
致
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。 内訳が未確定の場合は、 

仮の振り分けでも構いません。 

補助金は徐々に減額されていくことを

踏まえた収支計画を検討してくださ

い。仮の振り分けでも構いません。 
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第４号様式（第９条第２項第４号） 

 
団  体  等  概  要  書 

 

団体名 いっずん魅力向上チーム 

所在地 
〒○○○－○○○○ 
 横浜市泉区〇－〇－〇 

ふりがな 
代表者氏名 

いずみ   たろう 
 泉     太朗 

代表者連絡先 
住所 ： 横浜市泉区△－△－△   
電話 ： ○○○（○○○）○○○○ ＦＡＸ：□□□（□□□）□□□□ 
E メール： izzun@city.yokohama.jp  

設立（活動開
始）年月 

 2019 年 10 月 （活動歴） ５年 ９か月（ 202５年 ７月現在） 

会員数 １０人 主な活動地域 和泉〇〇地区 

会報・広報誌 
等の発行 

□有    ☑無 

ホームページ URL:https ://○○○○○ 

団体の目的 泉区の魅力のある場所について情報収集をし、散策マップを作成・周知をする 

現在の 
主な活動 

 
区内の魅力あるスポットの情報収集をしている。 

過去の助成等
実績 

過去５年以内に横浜市や社会福祉協議会、民間団体等から助成金や事業委託を受けたこと

がある場合は、名称、金額、期間等を記入してください。 

 
なし 

確認事項 

当団体は，泉区地域課題解決支援事業補助金交付要綱第４条第２項の各号に
規定するいずれの要件にも該当していません。 
 

令和７年７月３日 
 
  代表者氏名  泉 太朗    印（氏名自署の場合は印不要） 
 

備考  

施設を所在地とする場合、

施設名も記載してください 

例）○○自治会館 など 
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Ⅱ－２ チェックリスト 

 

泉区地域課題解決支援事業補助金申請におけるチェックリスト 

チェック欄 項  目 

□ 泉区地域課題解決支援事業補助金交付要綱を確認した。 

□ 泉区地域課題解決支援事業補助金 令和７年度募集要項を確認した。 

□ 

補助金交付申請書（第１号様式）は、全て記載されている。 

 □ ステップアップコースにチェックがある。 

 □ 補助金交付申請額は補助金算出方法（第３号様式）に基づいて算出した額が記

されている。 

 □ ４確認欄にチェックがある。 

□ 
事業計画書（第２号様式）は、全て記載されている。 

□ ステップアップコースにチェックがある（申請書と一致している）。 

□ 

事業収支予算書（第３号様式）は、全て記載されている。 

 □ 収入の部の合計と支出の部の合計が一致している。 

 □ 補助対象経費に補助対象外経費は含まれていない。 

   ※補助対象経費が含まれていた場合、交付申請額が減額される場合がありま

す。 

□ 

事業収支予算書（３年間）（第３号様式の２）  
※単年度事業の場合は不要 

□ 「横浜市補助金」欄は、要綱第７条の補助率及び補助限度額を確認して算出し

ている。 

□ ３年間とも収入の部と支出の部の合計が一致している。 

□ 

団体等概要書（第４号様式）は、全て記載されている。 

□ 会報・広報誌等の発行の有無にチェックが入っている。 

 □ ホームページがある場合、URL が記載されている。 

 □ 確認事項欄の氏名が自署されている又は記名捺印されている。 

□ 

申請書に添付する書類は揃っている 

□ 事業計画書 

□ 事業収支予算書 

□ 事業収支予算書（３年間） ※単年度事業の場合は不要 

□ 団体等概要書 

□ 団体等構成員名簿 

 □ 団体等の会則・規則その他これらに類する書類 

□ 法人にあっては、市町村民税納税証明書又は非課税証明書 

 

資料２ 
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Ⅲ よくある質問 

Ｑ１.補助率が 10 分の 10 ではない部分は団体で用意しますか？ 

Ａ.例えば補助率 10 分の５の場合、５割については自己負担となります。 

 

Ｑ２.物価高騰により支出が予算を超えることになった場合は、どうしますか？ 

Ａ.予算計画が変更となる場合は、事前にご相談ください。なお、原則として、予算計画

の変更に伴う補助額の増額は行いません。団体の自己資金等でご対応ください。 

 

Ｑ３.事業申請団体がなくなり、別の団体が事業を引き継ぐときはスタートアップコース、

ステップアップコースのどちらになりますか？ 

Ａ.ケースバイケースのため、そのような状況となる場合は個別にご相談ください。 

 

Ｑ４.事業開始時期について、過去から実施している証明は必要ですか？ 

Ａ.募集要項に記載の提出書類で確認いたします。提出書類で確認できない場合は、別途

資料を用意していただく必要があります。 

 

Ｑ５.今まで規約等を設けず活動していましたが、今回初めて団体の規約を作る場合、ステ

ップアップコースになりますか？ 

Ａ.いっずんサポート補助金は事業に対する補助ですので、これまでの団体の活動形態は

問いません。ご提案の事業が開始年度の４月１日から起算して４年以上継続して行われ

ていた場合はステップアップコースとなります。 

 

Ｑ６.全国的な団体の中の泉区グループでの事業は対象になりますか？ 

Ａ.本要項２ページに記載の補助条件を満たせば対象となります。 

 

Ｑ７.参加者から参加費を徴収するイベントを開催したいが、補助の対象となりますか？ 

Ａ.参加費を徴収することをもって対象外とはしませんが、参加費の徴収で費用がまかな

える場合は対象外となります。個別にご相談ください。 

 

Ｑ８.同一の代表者が複数地区で活動を行っていますが、採択に影響しますか？活動メンバ

ーや事業の対象者は重複していません。 

Ａ. 代表者が同一であっても、団体や事業が異なれば、別のご提案として受け付けます。

なお、実質的に同一団体であると判断される場合は受け付けられませんのでご留意くだ

さい。 

 

Ｑ９.現在実施している事業について、過去に区から補助金交付を受けており、現在も民間

等から助成金を受けています。この事業は対象となりますか？ 

Ａ.横浜市の補助金と併用することはできませんが、過去に横浜市の補助金交付を受けて

いて、現在横浜市の補助金交付を受けていない場合や民間等からの補助金交付を受けて

いる場合については対象となります。 

 

Ｑ10.事業で使用する「おやつ」は対象経費になりますか？ 

Ａ.既製品については原則対象外と考えておりますが、交付申請で挙げている事業に必要

であるかどうか（それがないと成り立たない事業であるか）によって、対象経費として

取り扱います。個別にご相談ください。 

 

Ｑ11.事業の参加者に対する交通費は対象となりますか？ 

 Ａ.団体構成員の交通費は対象外です。交通費が補助対象となる場合は、事業参加者（団

体構成員除く）が現地へ向かうための交通費や、事業実施にあたって機材を運ぶ等の際

に発生する交通費などがあたります。 
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Ｑ12.団体の代表者の住所は、泉区内でなくても問題はありませんか？ 

 Ａ.代表者やメンバーが区外の方でも、事業が泉区内で行われるものであれば対象となり 

ます。 

 

Ｑ13.地域課題の解決や魅力向上につながる事業について補助申請することができると記載

されていますが、具体的にどのような事業が対象になりますか？ 

 Ａ.次のような事業が対象となります。個別の案件については担当までご相談ください。 

 ・環境問題について多世代で取り組む事業 

 ・交流や体験を通して、こどもの自主性や社会性を育む事業 

  ・高齢者、障害のある方を地域全体で見守る事業 

  ・スポーツや音楽などを通して地域活性につなげる事業 

  ・泉区の特色である「農」の魅力を生かしたイベント事業 

  ・講師を招き、○○について学ぶイベント事業 

 

Ｑ14.区民を対象とした区外で実施する事業は対象になりますか？ 

 Ａ.泉区内で実施する事業を補助要件としているため、区外で実施する事業は補助対象外

経費として取り扱います。



 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

 泉区区政推進課地域力推進担当 

 電 話：０４５－８００－２３３３ 

 ＦＡＸ：０４５－８００－２５０５ 

 メール：iz-chiikiryoku@city.yokohama.lg.jp 




